
東
亜
同
文
書
院 
阿
片
調
査
報
告
書
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解　
　

説

　

本
書
は
、
在
上
海
、
東
亜
同
文
書
院
の
学
生
が
毎
年
行
っ
て
き
た
調
査
旅
行
の
成
果
（
＝
調
査
報
告
書
）
の
中
よ
り
、「
阿
片
」
を

主
題
と
す
る
記
事
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
校
訂
し
て
収
録
し
た
も
の
で
、
す
べ
て
大
正
十
四
年
度
〜
昭
和
五
年
度
の
調
査
報
告
書
中
に
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

編
者
は
、
さ
き
に
『 

東 

亜 

同 

文 
会

東
亜
同
文
書
院 
阿
片
資
料
集
成　
Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』
を
愛
知
大
学
東
亜
同
文
書
院
大
学
記
念
セ
ン
タ
ー
よ
り
刊
行

し
た
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
東
亜
同
文
会
ま
た
は
東
亜
同
文
書
院
の
著
録
・
編
刊
に
係
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に
活
字
印
刷
に
付
さ

れ
て
い
る
文
献
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
際
の
解
説
に
は
、

　
　
（
東
亜
）
同
文
書
院
の
「
調
査
報
告
書
」（
霞
山
文
庫
所
蔵
）
の
中
に
は
、
阿
片
関
係
の
記
事
も
相
当
数
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は
現
在
な
お
未
整
理
の
状
態
に
あ
る
手
書
き
稿
本
で
あ
る
た
め
、
今
回
は
そ
の
収
録
を
割
愛
し
、
他
日
の
刊
行
を
期
す
る
こ
と
と

し
た
。

と
断
わ
っ
て
お
い
た
。
本
書
は
そ
の
懸
案
を
解
決
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
前
記
の
資
料
集
成
と
は
姉
妹
版
を
な
す
。

　

さ
て
、
東
亜
同
文
会
及
び
東
亜
同
文
書
院
の
発
祥
と
来
歴
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
書
の
解
説
に
お
い
て
一
通
り
こ
れ
を
説
明
し
て

お
い
た
の
で
、
今
回
は
こ
れ
を
省
略
し
、
以
下
に
は
前
記
、
同
文
書
院
の
「
調
査
報
告
書
」、
こ
と
に
其
の
前
提
と
な
る
「
調
査
旅

行
」
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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こ
の
書
院
に
は
特
色
あ
る
一
つ
の
学
内
制
度
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
学
生
が
最
終
学
年
（
大
学
で
は
学
部
二
年
）
を
迎
え
る
と
、
そ

の
年
の
夏
休
み
を
返
上
し
、
中
国
政
府
の
執
照
（
許
可
証
）
を
携
え
て
通
常
二
カ
月
か
ら
三
カ
月
、
時
に
は
一
五
〇
余
日
に
も
わ
た
っ

て
中
国
の
内
地
を
中
心
に
調
査
旅
行
│
│
大
旅
行
と
称
し
た
│
│
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
「
調
査
報
告
書
」
と
し
て
書
院
に
提
出
す
る

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
事
実
上
の
卒
業
論
文
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
明
治
四
〇
年
、
第
五
期
生
の
修
学
調
査
大
旅
行
よ
り
定
例
化

し
た
も
の
で
、
当
時
、
商
務
科
教
授
で
あ
っ
た
根
岸
佶
が
、
開
校
当
初
か
ら
試
み
ら
れ
た
先
例
を
参
考
に
立
案
し
、
以
後
、
同
書
院
の

伝
統
行
事
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
頃
の
中
国
は
清
末
か
ら
民
国
の
時
代
で
、
政
権
の
交
替
、
軍
閥
の
割
拠
に
よ
り
、
国
内
は
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
不
安
定
な

状
況
下
に
あ
り
、
ま
た
今
日
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
劣
悪
な
交
通
条
件
の
中
に
あ
っ
た
が
、
彼
等
は
若
き
日
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
駆
っ
て

勇
躍
途
に
つ
き
、
汽
車
、
汽
船
、
馬
車
、
自
動
車
、
轎
子
、
民
船
、
等
々
を
利
用
し
つ
つ
も
、
主
に
徒
歩
│
│
陸
行
と
称
し
た
│
│
に

よ
っ
て
所
期
の
目
的
を
完
遂
し
た
。
そ
れ
は
毎
年
七
〇
名
ば
か
り
の
学
生
（
の
ち
に
は
一
〇
〇
名
余
に
増
加
）
が
数
名
ず
つ
班
を
分
か

ち
コ
ー
ス
を
定
め
て
行
う
も
の
で
、
そ
の
踏
査
し
た
コ
ー
ス
の
総
数
は
前
後
通
算
し
て
六
〇
〇
を
越
え
、
そ
の
足
跡
は
中
国
内
地
の
み

な
ら
ず
、
遠
く
満
蒙
、
青
海
、
東
南
ア
ジ
ア
（
仏
領
印
度
支
那
・
暹
羅
・
緬
甸
・
英
領
馬
来
・
蘭
領
東
印
度
・
比
律
賓
・
台
湾
）
の
地

域
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
尤
も
そ
れ
は
日
中
戦
争
の
拡
大
と
と
も
に
次
第
に
不
如
意
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
終
戦
の
前
年
（
昭
和
一

九
年
、
第
四
四
期
生
）
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
て
行
わ
れ
た
調
査
旅
行
の
成
果
（
＝
調
査
報
告
書
）
が
愛
知
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
大
学
が
終
戦
の
翌
昭
和
二

一
年
、
現
地
よ
り
引
き
揚
げ
て
き
た
書
院
の
教
職
員
・
学
生
を
中
心
と
し
て
新
た
に
発
足
し
た
と
い
う
そ
の
開
学
の
経
緯
に
由
来
す
る

も
の
で
、
現
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
調
査
開
始
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
大
正
五
年
度
よ
り
昭
和
一
〇
年
度
に
い
た
る
各
年
度

の
手
書
き
稿
本
、
和
綴
じ
合
計
約
四
二
〇
冊
で
あ
る
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
薄
手
の
「
東
亜
同
文
会
用
紙
」（
朱
罫
毎
半
葉
一
二
行
）
に
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カ
ー
ボ
ン
紙
を
あ
て
て
数
部
作
成
さ
れ
た
も
の
の
一
部
で
、
東
京
に
本
部
の
あ
っ
た
東
亜
同
文
会
の
旧
蔵
本
で
あ
る
。

　

次
に
、
そ
の
「
調
査
報
告
書
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
調
査
旅
行
で
は
予
め
調
査
項
目
と
調
査
要
領
が
指
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
各

年
度
、
各
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
今
こ
れ
を
総
合
し
て
い
え
ば
、
地
理
、
都
会
、
交
通
、
運
輸
、
物
産
、
商
業
、
金
融
な
ど
経

済
に
関
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
、
こ
れ
に
比
す
れ
ば
政
治
、
軍
事
、
社
会
、
文
化
な
ど
に
関
す
る
も
の
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
調
査
は
旅
行
中
の
観
察
と
資
料
の
収
集
で
あ
る
が
、
一
口
に
言
っ
て
そ
れ
は
中
々
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
分
、
知
識
経

験
の
乏
し
い
学
生
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
第
一
、
連
日
の
強
行
軍
に
よ
る
肉
体
の
疲
労
が
あ
る
。
一
日
の
行
程
を
汗
に
ま
み
れ
重
い

脚
を
引
き
摺
っ
て
よ
う
や
く
目
的
地
に
到
着
し
た
時
、
早
速
調
査
に
当
た
る
余
力
な
ど
あ
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
に
滞
在
の
日
数
も
少

な
い
。
そ
れ
で
も
地
理
調
査
の
た
め
に
地
図
や
巻
尺
を
持
っ
て
街
中
に
出
掛
け
て
行
く
者
も
あ
れ
ば
、
宿
屋
の
掌
櫃
的
に
向
か
っ
て
話

を
聞
く
者
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
、
公
使
館
、
領
事
館
、
県
署
、
警
察
な
ど
の
官
庁
、
学
校
、
商
店
、
銀
行
、
会
社
、
商
会
、

農
会
、
商
工
会
議
所
、
在
留
邦
人
、
先
輩
、
等
々
を
訪
問
し
て
各
種
資
料
の
提
供
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
書
き
写
す

こ
と
も
あ
れ
ば
出
来
上
っ
た
印
刷
物
を
貰
っ
て
帰
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
に
べ
も
な
く
門
前
払
い
と
な
る
ケ
ー
ス
も
決
し
て
少
な

く
な
か
っ
た
。
帰
学
後
、
書
院
に
提
出
す
る
「
調
査
報
告
書
」
な
る
も
の
は
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
観
察
や
資
料
を
中
心
と
し
、
場
合

に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
既
刊
の
各
種
文
献
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
比
較
的
短
期
間
の
中
に
書
き
上
げ
た
一
種
の
卒
業
論
文
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
記
述
の
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
詳
細
な
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
大
い
に
称
賛
す
べ
き
所
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
報
告
書

は
実
質
上
、
未
完
成
の
稿
本
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
誤
字
や
誤
記
、
文
脈
の
不
整
頓
、
記
事
の
重
複
な
ど
が
あ
る
ほ

か
、
特
に
そ
の
記
事
の
出
所
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
以

上
の
点
を
予
め
念
頭
に
置
い
て
利
用
す
れ
ば
、
類
書
の
少
な
い
こ
の
分
野
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
れ
相
当
の
価
値
を
有
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。



解　　説　iv

＊　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　

＊

　

本
書
の
刊
行
は
愛
知
大
学
教
授
伊
東
利
勝
氏
、
同
藤
田
佳
久
氏
の
斡
旋
と
株
式
会
社
あ
る
む
社
長
川
角
信
夫
氏
の
承
諾
に
よ
り
実
現

し
た
。
ま
た
、
霞
山
会
特
別
顧
問
小
崎
昌
業
氏
、
愛
知
大
学
名
誉
教
授
中
島
敏
夫
氏
、
愛
知
大
学
教
授
サ
イ
モ
ン
・
サ
ナ
ダ
氏
よ
り
も

各
種
の
支
援
を
受
け
、
付
印
の
実
務
に
関
し
て
は
あ
る
む
社
員
後
藤
和
江
氏
の
労
を
煩
わ
し
た
。
茲
に
そ
の
芳
名
を
記
し
て
深
甚
な
る

謝
意
を
表
す
る
。

二
〇
〇
七
年
一
月

谷　
　

光　

隆　
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例　
　

言

一
、
本
書
は
、
東
亜
同

文
書
院
「
支
那
調
査
報
告
書
」
の
中
、
大
正
十
四
年
度
、
大
正
十
五
年
度
、
昭
和
二
年
度
、
昭
和
三
年
度
、
昭
和
四
年
度
、
昭
和
五
年
度
の
そ

れ
に
つ
い
て
、
阿
片
調
査
を
課
題
と
し
た
部
分
を
抽
出
し
、
こ
れ
に
取
捨
選
択
を
加
え
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
各
年
度
の
調
査
報
告
書
の
原
本
は
、

朱
罫
毎
半
葉
十
二
行
書
き
の
「
東
亜
同
文
会
用
紙
」
に
手
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
筆
者
不
詳
）、
今
日
で
は
い
さ
さ
か
読
み
づ
ら
く
、
ま
た
、
推
敲

を
重
ね
誤
脱
を
訂
し
た
完
成
原
稿
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
未
完
成
の
草
稿
と
い
う
に
近
い
。
そ
こ
で
、
原
則
的
に
は
原
文
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
を
と

り
つ
つ
も
、
大
略
次
の
よ
う
な
要
領
で
こ
れ
に
修
正
を
加
え
た
。

一
、
原
文
に
は
片
仮
名
表
記
の
場
合
と
、
平
仮
名
表
記
の
場
合
と
が
あ
る
が
、
印
刷
に
当
た
っ
て
は
す
べ
て
こ
れ
を
平
仮
名
表
記
で
統
一
し
た
。

一
、
原
文
は
旧
仮
名
遣
い
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
一
部
に
は
こ
れ
を
遺
し
て
そ
の
趣
を
伝
え
つ
つ
も
、
一
部
に
は
新
仮
名
遣
い
を
用
い
て
読
み
易
く
し
た
。

一
、
原
文
の
漢
字
は
本
字
・
略
字
を
混
用
し
て
い
る
が
、
印
刷
に
当
た
っ
て
は
現
行
の
新
字
体
を
基
本
に
し
た
。

一
、
原
文
の
文
体
に
は
文
語
体
あ
り
、
口
語
体
あ
り
、
ま
た
そ
の
両
者
を
混
用
し
た
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
殊
更
に
統
一
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
写
し

て
当
時
の
雰
囲
気
を
残
し
た
。

一
、
一
部
、
漢
字
を
仮
名
に
、
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
所
が
あ
る
。

一
、
漢
字
が
連
続
し
て
読
み
づ
ら
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
な
る
べ
く
そ
の
間
に
仮
名
を
挿
入
し
て
読
み
易
く
し
た
。

一
、
句
読
点
お
よ
び
改
行
は
必
ず
し
も
原
文
の
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず
、
適
宜
こ
れ
を
変
更
し
、
ま
た
場
合
に
よ
り
「
・
」
な
ど
の
符
号
を
加
え
た
。

一
、
明
ら
か
な
誤
字
や
誤
記
は
断
わ
り
な
く
訂
正
し
、
推
定
可
能
な
脱
字
・
脱
文
も
断
わ
り
な
く
補
完
し
た
。

一
、
文
中
の
用
語
で
即
座
に
解
し
難
い
も
の
、
及
び
と
く
に
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
編
者
注
を
施
し
た
。

一
、
文
言
に
過
不
足
が
あ
り
、
論
理
の
明
晰
を
欠
く
よ
う
な
場
合
に
は
、
適
宜
こ
れ
を
書
き
改
め
て
文
意
の
貫
通
を
図
っ
た
。

一
、
記
事
が
先
年
度
の
そ
れ
と
重
複
す
る
か
、
ま
た
は
そ
の
記
述
が
不
明
瞭
な
場
合
に
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
の
収
録
を
見
合
わ
せ
た
。
章
、
節
、
款
、

項
、
あ
る
い
は
番
号
な
ど
で
途
中
に
欠
落
の
あ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
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